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区 分 新 旧 

 

追加配付資料 

 

 

 

 

１－４－⑸ 

 

 

 

１－４－⑺ 

－イ－(ｲ) 

 

４－２－⑸ 

 

 

 

 

４－２ 

 

 

 

 

４－４－⑻ 

－ウ 

 

 

 

 

 

 

追加資料１ 多目的交流広場の整備 

追加資料２ 解体工事図面（配置図、断面図） 

追加資料３ 解体工事後地盤測定図 

追加資料４ 配送校の給食受渡し方法 

 

施設整備業務  

本件施設等の整備及び整備に付随して必要な各種業

務、調理設備の調達、什器備品調達、食缶等調達を

対象とする。 

 

・ 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成 21 年 3 月 30 日条

例第 31 号） 

 

ア 市は、事業期間終了時に次の点を点検する。市の検査により不適合と

認められた場合は、事業者の責により速やかに対応すること。なお、本

件施設の機能及び性能を満足している場合に限り、経年による劣化等は

対応の対象としないものとする。 

 

⑻ 消耗品の調達 

維持管理業務の実施に必要な消耗品等は、管球、ヒューズ等の設

備・備品等に係る消耗品、各種清掃用具を含み、市専用エリア及び食

育エリアで使用する部分も含めて、全て事業者の調達とする。 

 

(ｶ) 機械警備で導入するシステムは、感知センサー・監視カメラを施設

内の要所（正面エントランス、通用口、給食エリア出入口他）に設置

し、不審者の侵入を監視する他、自動火災報知設備と連動し、火災発

生を監視できるものとすること。 

 

 

 

＜追加＞ 

 

 

 

 

施設整備業務  

本件施設等の整備及び整備に付随して必要な各種業

務、調理設備の調達、什器備品調達、食缶等調達、

配送車調達を対象とする。 

 

＜追加＞ 

 

 

ア 市は、事業期間終了後に次の点を点検する。市の検査により不適合と

認められた場合は、事業者の責により速やかに対応すること。なお、本

件施設の機能及び性能を満足している場合に限り、経年による劣化等は

対応の対象としないものとする。 

 

⑻ 消耗品の調達 

維持管理業務の実施に必要な消耗品等は、管球、ヒューズ等の設

備・備品等に係る消耗品、各種清掃用具を含み、市事務室等市職員が

使用する部分も含めて、全て事業者の調達とする。 

 

(ｶ) 機械警備で導入するシステムは、感知センサー・監視カメラを施設

内の要所（正面エントランス、通用口、厨房エリア出入口他）に設置

し、不審者の侵入を監視する他、自動火災報知設備と連動し、火災発

生を監視できるものとすること。 

 

 



 

広島市北部地区学校給食センター(仮称)等新築工事・管理運営事業要求水準書 新旧対照表 
 

2 / 5 

区 分 新 旧 

 

５－４－⑴ 

－ア－(ｱ) 

 

 

 

 

 

６－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 食品 納品・検収時間 

週 2回程度納品 米 適宜 

前々日又は前

日納品 

野菜、豆腐、液卵（チルド）、

肉、その他一般物資（冷凍食

品、練り製品、肉加工品、乾

物、缶詰等） 

11:00～15:00 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

給食エリア(作業区域) 

汚染作業

区域 

肉・魚・卵

下処理室 

ｃ 調理室又は上処理室とはパススルーと

すること。 

野菜下処理

室 

ｃ 調理室又は上処理室とはパススルーと

すること。 

食油庫 ｃ 納品業者の作業方法や、動線交差に配

慮して設置すること。 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

給食エリア(作業区域) 

非汚染作

業区域 

上処理室 ｆ 切裁後の食品に金属異物がないことを

確認する金属探知機（2.0mm 程度）を設置

すること。 

和え物室 

炊飯室 ｄ 炊飯後の米飯に金属異物がないことを

確認する金属探知機（2.0mm 程度）を設

置すること。 

 

 

 

項目 食品 納品・検収時間 

週 2回程度納品 米 適宜 

前日納品 野菜、豆腐、液卵（チルド） 13:00～15:00 

前日又は当日

納品 

肉、その他一般物資（冷凍食

品、練り製品、肉加工品、乾

物、缶詰等） 

（前日）13:00～15:00 

（当日）5:00～7:00 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

給食エリア(作業区域) 

汚染作業

区域 

肉・魚・卵

下処理室 

ｃ 調理室とはパススルーとすること。 

野菜下処理

室 

ｃ 調理室とはパススルーとすること。 

食油庫 ｃ 納品・回収業者の作業方法や、動線交

差に配慮して設置すること。 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

給食エリア(作業区域) 

非汚染作

業区域 

上処理室 ｆ 切裁後の食品に金属異物がないことを

確認する金属探知機を設置すること。 

 

和え物室 

炊飯室 ｄ 炊飯後の米飯に金属異物がないことを

確認する金属探知機を設置すること。 
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区 分 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

一般エリア 

市専用エ

リア 

市職員用事

務室 (執務

室 、 更 衣

室) 

ｂ 執務室及び更衣室により構成するこ

と。 

 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

一般エリア 

共用エリ

ア 

市職員・一

般市民玄関 

ａ 市職員及び事業者の事務職員、外来者

が利用する出入口とする。 

なお、外来者とは食育エリア等を利用

する一般市民を想定している。 

ｂ 給食センター閉場時に外来者のための

専用玄関を設けることも可とする。 

 

ｃ 給食センター閉場時は、電気錠等の機

械警備を基本とすること。その際、外来

者の入室管理・鍵管理ができるようなシ

ステム等を導入すること。 

共用トイレ 

ａ 主に外来者、市職員、事業者の事務職

員及び配送員が利用するトイレとする。

なお、配送員専用のトイレを設置するこ

とは可とする。 

 

ｂ 食育エリア付近に男女別に設置するこ

と。 
 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

一般エリア 

市専用エ

リア 

市職員用事

務室 (執務

室 、 更 衣

室) 

ｂ 執務室及び更衣室（男女別）により構

成すること。 

 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

一般エリア 

共用エリ

ア 

市職員・一

般市民玄関 

ａ 市職員及び事業者の事務職員、外来者

が利用する出入口とする。 

なお、外来者とは食育エリアを利用す

る一般市民を想定している。 

ｂ 給食センター閉場時に食育エリアを利

用する一般市民のための専用玄関を設け

ることも可とする。 

ｃ 給食センター閉場時は、電気錠等の機

械警備を基本とすること。その際、食育

エリア利用者の入室管理・鍵管理ができ

るようなシステム等を導入すること。 

共用トイレ 

ａ 主に外来者、見学者、食育エリアの利

用者、市職員、事業者の事務職員及び配

送員が利用するトイレとする。なお、配

送員専用のトイレを設置することは可と

する。 

ｂ 食育エリアの利用者が利用できるよう

食育エリア付近に設置すること。 
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区 分 新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３－⑵ 

－エ 

 

８－３－⑴ 

 

 

 

 

 

  

 

ｃ バリアフリーに配慮し、段差のない

床、手摺等を設けること。 

ｄ 温水洗浄便座及び暖房便座とするこ

と。 

ｅ 手洗い設備及び洗浄消毒薬設備等は、

手を直接触れずに操作できる設備とする

こと。 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

附帯施設 

ごみ置き場 

ｅ ごみ収集車の停車位置や運搬動線に配

慮して設けること。 

 

駐車場 

ｅ 夜間等に利用制限を行うことを想定

し、タイマー制御可能なゲート装置を出

入口に整備すること。 

ｆ 車や人がゲート装置に接触しないよう

に、その周囲に注意を促す表示を行うこ

と。 

 

(ｺ) エリアごとに、清掃用具入れを設置すること。 

 

 

イ 土地の使用料（年額） 

【算定方法】 

（①土地の評価額×②使用面積×③使用時間に係る係数×④使用日

数/365）×4/100×110/100 

 

 

  

ｃ 男女別に設置すること。 

ｄ バリアフリーに配慮し、段差のない

床、手摺等を設けること。 

ｅ 温水洗浄便座及び暖房便座とするこ

と。 

ｆ 手洗い設備及び洗浄消毒薬設備等は、

手を直接触れずに操作できる設備とする

こと。 

 

区分 室名 概要及び要求事項 

附帯施設 
ごみ置き場 

ｅ ごみ収集車の停車位置や運搬動線に配

慮して、廃棄物保管スペースを設けるこ

と。 

駐車場 ＜追加＞ 

 

 

 

 

 

 

(ｺ) エリア内の諸室ごとに、清掃用具入れを設置すること。 

 

 

イ 土地の使用料（年額） 

【算定方法】 

①土地の評価額×②使用面積×③使用時間に係る係数×④使用日数

/365×4/100×110/100 
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区 分 新 旧 

 

８－５－⑴ 

 

 

 

 

 

 

ア 価格評価 

価格の審査を行う際、「入札額」から自主事業実施に伴う「目的外使

用料等の納付提案額」※を差し引いた額を入札額と同等とみなし評価を

行うこととする。 

なお、事業者の提案により、上記３による算定額を上回る金額を「目

的外使用料等の納付提案額」として提案することも可能とする。 

※上記３により算定した維持管理・運営期間中の自主事業実施に伴う

使用料・貸付料の総額 

 

 

 

ア 価格評価市の基本構想や基本計画に基づく施策との関連性など事業の

目的・方針に係る内容を評価する。 

価格の審査を行う際、「入札額」から自主事業実施に伴う「目的外使

用料等の納付提案額」※を差し引いた額を入札額と同等とみなし評価を

行うこととする。 

なお、事業者の提案により、上記３による算定額を上回る金額を「目

的外使用料等の納付提案額」として提案することも可能とする。 

※上記３により算定した維持管理・運営期間中の自主事業実施に伴う

使用料・貸付料の総額 

 

 


